
【別紙２】 

前回（第４回）会議 主な意見と対応の考え方について 

（開催後いただいた「ご意見票」による意見を含む） 

 

 

第４回会議で出された意見 対応の考え方 

児童数・学級数の推移課題いついて 

令和10年度の学級編成例で 1学級 33人

の学年があるが、1学級当たりの人数の上限が変

わることはあるか。また人数が予定より増加した場

合でも教室数は確保されているか。 

学級編制については、「公立義務教育諸学校

の学級編制及び教職員定数の標準に関する法

律」および「同施行令」に基づいて、小学校におい

て通常学級は 1学級 35人を標準として行って

おります。教室数については推計値に伴う予定児

童数にかかわらず、余裕を持った教室数となるよ

う対応する予定です。 

通学路の安全確保課題について 

前回資料【別紙 5-3】の木川小学校区の現在

の通学路について、木川西公園付近の現在の通

学路の矢印が、現在児童が実際に通っている道

路と異なっている箇所がある。 

ご指摘のとおり、資料の修正を行いました。 

前回資料【別紙 5-4】の木川小学校南側の踏

切について、踏切に対して南側は登校時の児童が

どうしても早く渡りたいため、学校に近い側で待機し

てしまう。下校時も同様に踏切に近い側で待機し

ている。対向の外側線内で待つのは難しい部分が

ある。 

淀川警察署、建設局と現地確認を行いました

が、待機場所ついては、踏切側は大変狭いた

め、対向の道路側の外側線内が広く安全との見

解でした。この間の通学路安全プログラム合同点

検により外側線については分かりやすく表示する

など対応されています。待機場所については、学

校から児童への安全教育を行い対応してまいりま

す。 

木川小学校南側の踏切は、十三方面から新大

阪方面に向かう車が抜け道として多く利用されてい

る。児童の通学時間帯だけでも車両通行の時間

帯規制など、交通の取り締まり等はできないか。 

淀川警察署と調整を行いましたが、当該道路

については、道路状況、交通量等の条件から時

間帯規制は難しい場所のため、規制の新設はで

きないとのことでした。 

西中島南方駅付近の新御堂筋の南方面から

高架を下りてきて踏切に向かう道について、信号が

二つ繋がっているが、左折車が待機している方の信

号が大人でも早く渡る必要があるほど時間が短い。

点滅の状態で無理に渡ろうとするとすぐに左折の車

が来る。学校の交通安全教育に取り入れる必要

がある場所である。 

当該道路を通行する児童には安全教育が必

要な場所として、学校と情報共有を行います。 



木川小学校 校舎増改築工事について 

講堂、プール、学習園は同時に工事することに

なるのか。その間の体育の授業や体育館の利用は

どうなるのか。工事のスケジュールがわかれば示して

ほしい。 

現時点の検討状況、スケジュール（予定）に

ついて本日の資料でご説明します。 

工事車両の学校内の通行経路も示してほし

い。 

再編整備計画に関すること（学校名、校章、校歌、標準服等）について 

中学校では標準服が男女共通に配慮されてい

ることもあるので、そういった標準服に変更することも

良いのではないか。もしくは、統合を機に標準服を

なくしてもよいと思う。ただし、標準服があるのは保

護者としては大変楽である。 

【標準服等】 

委員の皆様から頂いたご意見（男女共通に配

慮する、体操服などを無地にする、保護者への意

見聴取機会の検討）を踏まえ、事務局で考え方

を整理の上、今後の検討の進め方について検討

会議で改めて意見聴取いたします。 

標準服は規定内であれば服を各家庭で用意し

たものを着ることができるが、逆に子どもは周りと少し

でもデザインが違うとその服を着るのを拒む場合もあ

り、買い替えが不便に感じる。そのため、体操服な

どについて無地に統一できればと思う。 

標準服等に関しては、現役の保護者の関心の

高い部分であるため、意見を募ってみても良いので

はないか。 

標準服等については、保護者の意見を聞く機会

があってもいいとは思うが、各校区とも保護者の代

表（PTA 役員等）が検討会議の委員になってい

るので、委員を通して、保護者の意見を集約して

いく方法もあると思う。アンケートを実施する場合

は、アンケート内容や実施の仕方等を、十分に検

討する必要があり、慎重な取り扱いが必要と考え

る。【会議後に寄せられたご意見】 

校歌等が変わるイメージがなかったが３校関係

者で話をしていく必要があると感じている。 

【学校名・校章・校歌】 

学校名・校章・校歌については委員の皆様から

様々なご意見（これまでの経過の確認、アンケー

トの検討、学校名を変更しない、など）をいただい

ております。事務局で考え方を整理の上、今後の

検討の進め方について検討会議で改めて意見聴

取いたします。 

 

過去に木川と木川南は木川小学校であった経

緯があるが、西中島はそういった経緯がない。新しく

校名を考えるかどうかの意見を聞いても良いのでは

ないか。 

校名が変わる場合は校歌等も検討する必要が

あるのではないか。 



アンケートについて意見があったが、学校単位で

するのか。それとも、次年度から入学手続きの時に

アンケートするのか。【会議後に寄せられたご意見】 

（同上） 

学校名、校章、校歌について、検討会議の意

見を踏まえ、区役所や教育委員会から一定の方

向性を示した方がいいのではないか。個人的には、

学校名と校歌については、現在の木川小学校のも

のでいいと思う。「木川」は地名を表す言葉であり、

校歌にも生駒、淀川、六甲、宮原等、3校の自然

環境等が含まれている。【会議後に寄せられたご意

見】 

 


